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今
、
大
問
題
に
な
っ
て
い
る
自
民
党
の
派
閥
の
資
金
集
め
パ
ー
テ
ィ
ー
や
政
治
家
個
人
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
利
益
率
が
極
め

て
高
い
も
の
は
、
「
形
を
変
え
た
企
業
・
団
体
献
金
」
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
意
識
か
ら
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

極
め
て
利
益
率
が
高
い
派
閥
や
政
治
家
個
人
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
券
の
ほ
と
ん
ど
を
企
業
・
団
体
が

購
入
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
利
益
は
事
実
上
、
本
来
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
企
業
・
団
体
献
金
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
政
治

資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
第
一
項
違
反
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。 

二 

西
村
康
稔
議
員
は
、
経
済
産
業
大
臣
在
任
中
の
令
和
五
年
十
二
月
八
日
、
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル
（
東
京
都
千
代
田
区
平

河
町
）
会
議
室
に
て
、
会
費
二
万
円
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
「
西
村
や
す
と
し
茶
話
会
」
（
西
村
議
員
の
政
治
資
金
管
理

団
体
主
催
）
を
開
催
し
た
が
、
パ
ー
テ
ィ
ー
券
の
購
入
者
は
出
席
せ
ず
、
十
人
足
ら
ず
の
経
産
官
僚
が
出
席
し
た
の
み
の

「
架
空
パ
ー
テ
ィ
ー
」
で
あ
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
当
該
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
ま
さ
し
く
パ
ー
テ
ィ
ー
の
形
式
を
と
っ
た

企
業
・
団
体
献
金
の
受
け
取
り
に
他
な
ら
ず
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
第
一
項
違
反
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。 

三 

二
の
よ
う
な
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
政
治
家
個
人
が
開
催
し
た
場
合
、
当
該
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
ま
さ
し
く
パ
ー
テ
ィ
ー

の
形
式
を
と
っ
た
企
業
・
団
体
献
金
の
受
け
取
り
に
他
な
ら
ず
、
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
第
一
項
違
反
に
当
た
る
の
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で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


